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第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画計画図図
　　　　　　（三宮駅前第２地区　　　　　　（三宮駅前第２地区））

凡　　例

都市再生特別地区の区域
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凡　　例

都市再生特別地区の区域

重複利用区域内における建築等可能区域

重複利用区域のうち、上階で建築物の上限を定める区域

第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地下２階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地下２階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）

建築物の下限
TP-1.60
建築物の下限
TP-1.60

建築物の下限
TP-30.50
建築物の下限
TP-30.50
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凡　　例

都市再生特別地区の区域

重複利用区域内における建築等可能区域 重複利用区域のうち、上階で建築物の上限を定める区域

重複利用区域のうち、下階で建築物の下限を定める区域

第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地下１階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地下１階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）

建築物の上限
TP+9.85

建築物の下限
TP+5.00

建築物の上限
TP+9.85

建築物の下限
TP+5.00

建築物の上限
TP+10.15
建築物の上限
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建築物の上限
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建築物の上限
TP+11.35

建築物の上限
TP+10.55
建築物の上限
TP+10.55

建築物の上限
TP+9.50
建築物の上限
TP+9.50
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凡　　例

都市再生特別地区の区域

重複利用区域内における建築等可能区域 重複利用区域のうち、上階で建築物の上限を定める区域

重複利用区域のうち、下階で建築物の下限を定める区域

第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地上１,２階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地上１,２階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
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凡　　例

都市再生特別地区の区域

重複利用区域内における建築等可能区域 重複利用区域のうち、上階で建築物の上限を定める区域

重複利用区域のうち、下階で建築物の下限を定める区域

第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地上３階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地上３階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）

建築物の上限
TP+21.20

建築物の下限
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凡　　例

都市再生特別地区の区域

重複利用区域内における建築等可能区域

重複利用区域のうち、下階で建築物の下限を定める区域

建築物の上限
TP+33.90
建築物の上限
TP+33.90

第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地上４階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　地上４階）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
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断面位置

第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　断面図１）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　断面図１）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
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凡　　例

建築物等の建築又は建設の限界（上限）

建築物等の建築又は建設の限界（下限）

重複利用区域内における建築等可能区域
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断面位置

第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　断面図２）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　断面図２）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
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凡　　例

建築物等の建築又は建設の限界（上限）

建築物等の建築又は建設の限界（下限）

重複利用区域内における建築等可能区域

重複利用区域（地上）重複利用区域（地上）

重複利用区域（地下）重複利用区域（地下）
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断面位置

第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　断面図３）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　断面図３）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
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凡　　例

建築物等の建築又は建設の限界（上限）

建築物等の建築又は建設の限界（下限）

重複利用区域内における建築等可能区域
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第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　都賀川三宮線　１階詳細図）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　都賀川三宮線　１階詳細図）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
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凡　　例

都市再生特別地区の区域

重複利用区域内における建築等可能区域 重複利用区域のうち、上階で建築物の上限を定める区域

重複利用区域のうち、下階で建築物の下限を定める区域
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凡　　例

建築物等の建築又は建設の限界（上限）

建築物等の建築又は建設の限界（下限）

重複利用区域内における建築等可能区域
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第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　都賀川三宮線　詳細断面図）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　都賀川三宮線　詳細断面図）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
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凡　　例

建築物等の建築又は建設の限界（上限）

建築物等の建築又は建設の限界（下限）

重複利用区域内における建築等可能区域
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第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　都賀川三宮線　詳細断面図）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
第１号議案　神戸国際港都建設計画都市再生特別地区の変更　計画図（重複利用区域　都賀川三宮線　詳細断面図）
　　　　　　（三宮駅前第２地区）
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